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第五次基本計画における重要施策の検討について 

１ 検討の進め方 

重要施策の内容については、市民ワークショップ及び若手職員によるワークショップに

おける検討結果を参考として、今後検討していきます。 

この重要施策の検討に当たっては、当初、市民ワークショップの検討結果を参考とする

予定でしたが、新たに庁内若手職員（おおむね３０歳以下の職員）によるワークショップ

を開催しましたので、その結果も参考とします。 

それぞれの実施結果については、次回以降の審議会において、報告する予定です。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市民ワークショップ 

前回の審議会においてご説明したとおり、以下のとおり実施しました。 

① 参 加 者 １７人 

② 開 催 日 令和２年１０月３日（土）及び１１月１４日（土） 

※１１月１４日（土）は、公開により実施しました。 

③ 検討内容 第三次基本構想の基本施策を参考として、「東大和市が優先して推進すべ

き施策」と「当該施策の中で優先的に推進すべき取組の具体案」及びそ

の理由について検討しました。 

 

３ 若手職員によるワークショップ 

若手職員が直接対話をする機会を設け、その結果を第五次基本計画の重要施策を検討

する際に参考とするため、以下のとおり職員ワークショップを実施しました。 

① 参 加 者 ３２人（主事職：年齢がおおむね３０歳以下の職員） 

② 開 催 日 令和２年１１月２４日（火） 

③ 検討内容 市民ワークショップと同じです。 

資料６ 

R2.12.19 第８回総合計画審議会 

市民ワークショップ 

令和２年 

１０月 ３日（土） 

１１月１４日（土） 

重要施策の決定 

事務局原案（資料５参照） 

総
合
計
画
審
議
会
に
お
け
る
審
議 

庁
内
検
討
組
織
に
お
け
る
検
討 

職員ワークショップ 

令和２年 

１１月２４日（火） 


